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公布 規則

◇ 鳥取県地方労働委員会事務局組織規程 一部 改正 規則（ ）（職員課）…………………

知事等 退職手当 支給 関 規則 一部 改正 規則（ ）（〃）………………………

職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則（ ）（〃）………………………………

◇鳥取県地方労働委員会事務局組織規程 一部 改正 規則

調整課 分掌事務 個別労働関係紛争 係 関 事務 加 。（第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

規則 、平成 年 月 日 施行 。

◇知事等 退職手当 支給 関 規則 一部 改正 規則

知事等 退職手当 関 条例 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。（第 条関係）

規則 、公布 日 施行 。

◇職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則

事務吏員又 技術吏員 充 職 用地専門員、用地主幹及 精神保健福祉士 加

。（別表関係）

事務吏員 充 職 税務専門員及 税務主幹 加 。（別表関係）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県地方労働委員会事務局組織規程 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県地方労働委員会事務局組織規程 一部 改正 規則
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改 正 後 改 正 前

（各課 分掌事務）

第 条 事務局 各課 、次 事務

。

審査課 略

調整課

（ ）及 （ ） 略

（ ） 労働争議（労働関係調整法第 条 規定 労

働争議 。以下同 。） 発生届及 公益事業

争議行為予告通知 受理 関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 知事 委任 受 鳥取県個別労働関係紛争

解決 促進 関 条例（平成 年鳥取県条例第

号）第 条第 項 規定 関

。

（ ） 労働争議 調整又 前号 規定

行 必要 情報資料 収集整理及 保存 関

。

（ ） 略

（各課 分掌事務）

第 条 事務局 各課 、次 事務

。

審査課 略

調整課

（ ）及 （ ） 略

（ ） 労働争議 発生届及 公益事業 争議行為予告

通知 受理 関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 労働争議 調整 行 必要 情報資料

収集整理及 保存 関 。

（ ） 略
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鳥取県地方労働委員会事務局組織規程（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下「移動号」 。） 対応 同表 改正後 欄

中号 表示 下線 引 号（以下「移動後号」 。） 存在 場合 、当該移動号 当該移動後号

、移動後号 対応 移動号 存在 場合 、当該移動後号（以下「追加号」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（号 表示及 追加号 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合

、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正

後部分 加 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。

知事等 退職手当 支給 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

知事等 退職手当 支給 関 規則 一部 改正 規則

知事等 退職手当 支給 関 規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

（目的）

第 条 規則 、知事等 退職手当 関 条例

（昭和 年鳥取県条例第 号。以下「条例」 。）

第 条 規定 基 、知事、副知事、出納長、病院

事業 管理者、常勤 監査委員及 教育長 退職手当

支給 関 必要 事項 定 目的 。

（目的）

第 条 規則 、知事等 退職手当 関 条例

（昭和 年鳥取県条例第 号）第 条 規定 基 、

知事、副知事、出納長、病院事業 管理者、常勤 監

査委員及 教育長 退職手当 支給 関 必要 事項

定 目的 。

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

（ ） 事務吏員又 技術吏員 充 職

部長・理事監・次長・参事監・防災監・行政監察

監・課長・所長（第 号 掲 除 。）・

副所長・局長・副局長・室長・院長（第 号 掲

除 。）・園長・場長・館長・校長・事務

局長・参事・主査・検査監・検査専門員・用地専門

員・課長補佐・室長補佐・局長補佐・分室長・支所

長・副検査専門員・教授・講師・主幹・主任監察員

・用地主幹・主計員・係長・企画員・大山地域振興

企画員・副主幹・監察員・秘書・教務主任・企業診

断員・検査専門員補・小作主事・主任・精神保健福

祉士・土地調査員・環境衛生指導員・医療監視員・

薬事監視員・毒物劇物監視員・麻薬取締員・防疫員

・保安管理員・液化石油 検査員・肥料検査員・

漁業監督吏員・道路監理員・河川監理員・砂防管理

員・建築主事・建築監視員・公営住宅監理員・出納

員・分任出納員・会計員・企業出納員・現金取扱員

・現業主幹

（ ） 事務吏員 充 職

別表（第 条関係）

（ ） 事務吏員又 技術吏員 充 職

部長・理事監・次長・参事監・防災監・行政監察

監・課長・所長（第 号 掲 除 。）・

副所長・局長・副局長・室長・院長（第 号 掲

除 。）・園長・場長・館長・校長・事務

局長・参事・主査・検査監・検査専門員・課長補佐

・室長補佐・局長補佐・分室長・支所長・副検査専

門員・教授・講師・主幹・主任監察員・主計員・係

長・企画員・大山地域振興企画員・副主幹・監察員

・秘書・教務主任・企業診断員・検査専門員補・小

作主事・主任・土地調査員・環境衛生指導員・医療

監視員・薬事監視員・毒物劇物監視員・麻薬取締員

・防疫員・保安管理員・液化石油 検査員・肥料

検査員・漁業監督吏員・道路監理員・河川監理員・

砂防管理員・建築主事・建築監視員・公営住宅監理

員・出納員・分任出納員・会計員・企業出納員・現

金取扱員・現業主幹

（ ） 事務吏員 充 職
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附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。

職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

職員 職 設置等 関 規則 一部 改正 規則

職員 職 設置等 関 規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。
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事務長・寮長・副出納長・税務専門員・事務次長

・税務主幹・専門員・査察指導員・身体障害者福祉

司・知的障害者福祉司・児童福祉司・主事・社会福

祉主事・精神福祉主事・心理療法士・心理判定員・

児童自立支援専門員・児童指導員・生活指導員・児

童生活支援員・保育士長・保育士・ ・守

衛長・副守衛長・用務主任・守衛・現業主事・用務

員・寮母・寮父・医療計算士

（ ） 略

事務長・寮長・副出納長・事務次長・専門員・査

察指導員・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・

児童福祉司・主事・社会福祉主事・精神福祉主事・

心理療法士・心理判定員・児童自立支援専門員・児

童指導員・生活指導員・児童生活支援員・保育士長

・保育士・ ・守衛長・副守衛長・用務主

任・守衛・現業主事・用務員・寮母・寮父・医療計

算士

（ ） 略

プログラマ プログラマ
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://wwwl.pref.tottori.jp/)

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。この は から する14 ４ １


